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  年  月  日 
 
 
児童自立支援専門員（以下「対象職種」という。）の内定者は、採用に当たり、

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための

措置に関する法律（令和８年１２月２５日施行。以下「こども性暴力防止法」とい

う。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要と

なります。 
特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）、こども性暴力防

止法に基づき、対象職種に係る業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があ

ります。 
これにより、特定性犯罪前科を有する人は採用課所が限られる、若しくは採用さ

れない場合があります。 
 
あなたの現在の状況について、下記からあてはまるものを選択してください。 

 
 

記 
 

 私は、裏面記載の、こども性暴力防止法第２条第８項に規定する特定性

犯罪事実該当者ではありません。 

 

 私は、裏面記載の、こども性暴力防止法第２条第８項に規定する特定性

犯罪事実該当者です。 
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